
北上市告示甲第96号 

 

 北上市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等要綱（平成21年北上市告示甲第31号）の一部を次のように改正し、令

和７年３月31日から施行する。 

  

  令和７年３月21日  

北上市長 八重樫 浩 文 

 

改正前 改正後 

別表（第３関係) 

申告等 

 

(1)  ［略］ 

(2)  ［略］ 

(3)  ［略］ 

(4)  ［略］ 

(5)  ［略］ 

 (6)  ［略］ 

 

 

(7)  ［略］ 

 

 

 

別表（第３関係） 

申告等 

(1)  地方税法第15条の４第２項の規定による届出書の提出 

(2)  ［略］ 

(3)  ［略］ 

(4)  ［略］ 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

(8)  地方税法第3 2 1条の５の２及び市税条例第38条の規定

による特例の承認申請書の提出 

(9)  ［略］ 

(10) 地方税法第3 2 1条の８第57項の規定による還付請求書

の提出  

(11) 地方税法第3 2 1条の８第67項の規定による申請書の提 



 

(8)  ［略］ 

(9)  ［略］ 

(10) ［略］ 

 

 

(11) ［略］ 

(12) ［略］ 

(13) ［略］ 

 

 

(14) ［略］ 

 

 

 

 

 

(15) ［略］ 

 

 

 

 

(16) ［略］ 

(17) ［略］ 

出 

(12) ［略］ 

(13) ［略］ 

(14) ［略］ 

(15) 地方税法第3 6 4条の２第１項の規定による修正の申出

書の提出 

(16) ［略］ 

(17) ［略］   

(18) ［略］ 

(19) 地方税法第5 2 2条及び市税条例第1 0 7条の規定による

鉱産税の申告書の提出 

(20) ［略］ 

(21) 地方税法施行令（昭和25年政令第2 4 5号）第48条の９

の11及び市税条例第39条の規定による届出書の提出 

(22) 地方税法施行令第48条の12の規定による請求書の提出 

(23) 地方税法施行令第48条の15の３第３項の規定による申

請書の提出 

(24) ［略］ 

(25) 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和44年

大蔵省・自治省令第１号）第11条の規定による届出書の

提出 

(26) ［略］ 

(27) ［略］ 
 



  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


